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自治基本条例の規定

自治基本条例 第33条

市長等は、市民の市政に対する要望、苦情等に対し

て誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策又は事業の

改善に反映するよう努めるとともに、当該要望、苦情

等に対する検討結果及びその理由を公表しなければな

らない。

自治基本条例における広聴制度に係る規定



２

広聴制度

市民のみなさまの「声」を「広くお聴きする」こと。

・市政相談専用電話（ｺﾞｰｺﾞｰｺｰﾙ） ・市民提案箱

・市長陳情 ・オンブズマン制度 など

広聴制度について

・目 的

市民の市政への参画と協働を実現するため、市政運営に対する要望、提

案、苦情等に誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策又は事業の改善に

反映するよう努める。

・広聴とは



「市の業務のことで、どこに聞けばいいのかわからない」
「市に要望したいが、どこに言えばいいのかわからない」

３

広聴制度

広聴手段と取組状況（概要）

①市政相談専用電話
（ｺﾞｰｺﾞｰｺｰﾙ）

☞こんな時は 918-5050（ｺﾞｰｺﾞｰｺｰﾙへ）
※受付件数 R6=1,031件 R5＝1,239件

②市民提案箱 「市政に関する意見・要望・提案などがある」

☞こんな時は 市ホームページ「市民提案箱」へ入力・送信
※登録件数 R6=672件 R5＝680件

登録した案件のうち、条例に定める記録の例外に該当するものを除き、
市ホームページで意見内容及び市の回答を公表
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市ホームページより

（市民提案箱入力画面）
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市ホームページより

各項目をクリックする
と、意見内容および市
の回答が確認できます



「複数の市民や各種団体から、意見や要望を市長に伝えたい」
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広聴制度

広聴手段の概要と取組状況

③市長陳情
（要望書提出）

☞こんな時は 要望書を提出
（具体的な要望内容を書いて、団体名・代表者名で提出）

※受付件数 R6=10件 R5＝12件

④オンブズマン制度
（苦情申立て）

市の業務（職員の行為）で権利・利益を侵害された

☞このあと別途説明
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検 証

検証（１）制度が社会情勢に適合しているか

＜社会情勢＞

自己検証 横断的検証

○ ○

◆他自治体の状況
明石市では「市民の声」と位置づけ、市民提案箱を中心に多くの要望や提案を収集し

ているが、他の自治体においても、「市民の声」「市長への提案」「市政への提案箱」
など、同様の手法で市政への反映を目的とした意見収集を実施。

多様化する市民ニーズへの対応として、行政サービスの向上や、
要望・提案・苦情等についての迅速・適切な対応が求められる。

☞市民の声を聴き、業務改善につなげることが必要

☞ 広聴制度の導入によって

①社会の変化に応じた市民の声を聴くことができる
②市民の声を聴くことで、業務改善につながる
③市民が気軽に相談できる入口として機能している

適 合
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検 証

検証（２）本市にふさわしい制度か

☞ 広聴制度によって

意見・要望・苦情等の収集 → 情報の共有 → 業務改善・市政反映

寄せられた意見等は直ちに担当課へ振り分け、迅速に対応している。

＜SDGｓ未来安心都市・明石に向けて＞

適 合

自己検証 横断的検証

○ ○

広聴制度では、SDGs17の目標を達成するための端緒となる、人権・経済・社会・地球環境など、

様々な分野にまたがる要望・提案・苦情等に誠実に対応している。

【自治基本条例 第33条】

市長等は、市民の市政に対する要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策又

は事業の改善に反映するよう努めるとともに、当該要望、苦情等に対する検討結果及びその理由を

公表しなければならない。



市政相談専用電話 市民提案箱 窓口相談

月～金曜日 8:55～17:40
（祝日、年末年始を除く）

インターネット
FAX・郵便

月～金曜日 8:55～17:40
（祝日、年末年始を除く）

市民からの意見を、市政への反映・業務改善につなげていくため、様々な手段での意
見提出の機会を提供している。
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検 証

検証（３）制度が条例の基本原則に適合しているか

☞ 広聴制度は

市民が市に意見を伝える身近な制度して、重要な役割を担っている。

市が市民の声を直接聴き、業務改善につなげる貴重な機会となっている。

＜１.参画と協働に関すること＞

自己検証 横断的検証

○ ○

適 合
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検 証

☞ 広聴制度は

意見に対する「市の対応・考え方」を公表することで、透明性を確保している。

公正な対応ができるよう、データベースに登録し庁内で情報共有を図っている。

＜２.公正で透明であること＞

適 合

◆寄せられたご意見について

・市民提案箱に寄せられた要望・提案・苦情

等のご意見について適切に対応している。

・庁内で情報共有を図るため、データベース

へ登録している。

・意見の概要及び市の対応・考え方を市ホー

ムページで公表している。

検証（３）制度が条例の基本原則に適合しているか
自己検証 横断的検証

○ ○

（市ホームページ 市民提案箱・意見と回答より）
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検 証

☞ 広聴制度は

市民参画を促進し、行政の意思決定に市民の声を反映させる機会となっている。

多様な意見が集約され、行政の意思決定の質の向上につながる。

担当課において適切に処理を行い、意見者のニーズに応えるよう努めている。

＜３.効果的で効率的であること＞

適 合

広聴制度で期待できる効果

意見・要望者等 明石市

・様々な手段を選択して、市に意見・要望を提
出することができる

・担当課がどこか気にしなくても、市民相談室
へ連絡すれば的確に振り分けを行ってもらえる

・希望すれば、市（担当課）からの回答・考え
方が届く

・疑問や問題の解決につながる

・透明性の確保

・市民が行政にアクセスしやすくなり、市民参
画が促進される

・市民等とのコミュニケーションの促進、改善

・行政活動の信頼性の向上

検証（３）制度が条例の基本原則に適合しているか
自己検証 横断的検証

○ ○
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検 証

☞ 広聴制度は

・明石市法令遵守の推進等に関する条例に基づき適切に運用。
・庁内では、事務事業点検シートの作成にあたり取組を自己評価。

＜４.施策を計画的に実施し、実施結果について評価を行うこと＞

適 合

検証（３）制度が条例の基本原則に適合しているか
自己検証 横断的検証

△ ○

広聴制度の運用状況について

自己検証（△）

・広聴制度は行政機関の運営や政策形成において重要な役割を担うことから、様々な広聴手段
（市民提案箱、電話、陳情ほか）により、市政に市民の声を反映させる機会を提供している。

・実施結果等については報告・公表のみで、評価は行えていないと判断。（自己検証△）

横断的検証（○）

事業の実施結果については、毎年、事務事業点検シートを作成し、議会への提出や市ホームペー
ジで公表するなど、一定の評価が行われている。

※課題：①まるちゃんポスト・市民提案箱の区別 ②同一内容の意見に対する効率的な回答方法


